




















 

１７－１３ 四国地方における災害時の応援に関する申し合わせ 

（土木管理課技術企画室） 

 

国土交通省四国地方整備局企画部長（以下「甲」という。）と徳島県県土整備部長、香川県土木部長、愛媛県土木部

長、及び高知県土木部長（以下「乙」という。）は、四国地方における国土交通省所管施設等に災害が発生し、又は発

生の恐れがある場合の応援について次のとおり申し合わせを締結する。 

（目的） 

第 1条 四国地方における国土交通省所管施設等に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、甲及び乙が連携する

ことにより初動時の情報収集を迅  速に実施し、所管施設等の円滑な応急復旧及び被害の拡大や二次災害の防  

止を図ることを目的とする。 

（応援内容） 

第 2条 応援内容は、次の業務の実施に係る災害対策用資機材の提供及び人員の応援に関するものとする。 

   （１）被害状況の把握 

   （２）情報連絡網の構築 

   （３）災害応急措置 

   （４）その他必要と認められる事項 

（被災状況等の連絡） 

第 3条 甲及び乙は災害が発生し、又は発生の恐れがある場合は、相互に連絡するものとする。 

  ２ 甲及び乙は連絡体制を予め定めておくものとする。 

（応援の要請） 

第 4条 四国地方の国土交通省所管施設等に災害が発生し、又は発生の恐れがある場合は、必要に応じて、乙は甲に対

し応援要請を伝え、速やかに文書を提出するものとする。 

  ２ 甲は、前項の要請を受け、応援を行う場合は、乙に対し応援する旨を伝え、速やかに文書にて応援内容を通知

するものとする。 

（応援の実施） 

第 5条 甲は乙からの応援要請に対して、災害対策用資機材及び人員の配備状況を勘案し、可能な応援を行うものとす

る。 

（応援の要請ができない場合等の応援の実施） 

第 6条 災害が発生し、被災による連絡不能等のため乙より応援の要請がないが、特に緊急を要し要請を待ついとまが

ないと認められる場合においては、甲は、自らの判断で応援を行うことができる。この場合連絡手段が復旧しだい

速やかに乙に対しその旨を通知するとともに、文書にて応援内容を通知する。 

（経費の負担） 

第 7条 第 2条に規定する応援を行った場合の経費負担については下記のとおりとする。 

 【甲が災害初動時に第 2条（１）（２）の応援を行う場合】 

   原則として甲の負担とする。また災害初動時とは、原則として甲が支援本部を設置している期間とする。 

 【甲が災害初動時に第 2条（３）（４）の応援を行う場合】 

   原則として応援を受けた機関の負担とする。 

   ただし、第 2条（３）の応援を行う場合で、下記の①～⑤の全てに該当する場合は、甲において経費を負担する。 

 



 

   ①災害種別が大規模自然災害である場合 

   ②被害拡大や二次災害の防止のための、必要最低限の緊急対応である場合（施設復旧ではない） 

   ③広域災害等で、本来緊急対応をすべき者による対応が困難な場合 

   ④国土交通本省が非常又は緊急災害対策本部を設置、若しくは非常体制を発令している場合 

   ⑤甲が独自の判断で応援を行った場合 

（平常時の連絡） 

第 8条 甲及び乙は、防災に関する情報や資料の交換を行い、応援の円滑な実施を図るものとする。 

  ２ 甲の保有する災害対策用資機材の保有状況については、毎年乙に通知するとともに、変更が生じた場合はその

都度通知するものとする。 

（訓練等の実施） 

第 9条 乙は甲において実施する、災害対策用機械等の操作訓練等に参加し、操作技術を習得するものとする。 

（その他） 

第 10 条 この申し合わせに定めない事項は、甲及び乙はその都度協議して定めるものとする。 

（適用） 

第 11 条 この申し合わせの有効期間平成 21 年 4 月１日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了日の 1

ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも申し出がない場合は、引き続き、この協定の有効期間を 1 年間延長したも

のとみなし、その後もまた同様とする。 

 

  附則 

   甲及び乙が締結している「四国地方における災害時の応援に関する申し合わせ」（平成 11 年７月 7 日締結）は

この申し合わせの締結をもって失効するものとする。 

 

   この申し合わせの証として本書 5通を作成し、捺印のうえ各自 1通を保有する。 

                    平成２１年３月３１日 

 

         甲  高松市サンポート３番３３号 

        四国地方整備局 企画部長  小 池  剛  

 

         乙  徳島市万代町１丁目１番地 

        徳島県 県土整備部長    海 野 修 司 

 

         乙  高松市番町４丁目１番１０号 

        香川県 土木部長      久 保 市 郎 

 

         乙  松山市一番町４丁目４番地２号 

        愛媛県 土木部長      井 上  要 

 

         乙  高知市丸ノ内１丁目２番２０号 

        高知県 土木部長      石 井 一 生 



 

 １７－１４ 災害復旧技術専門家派遣制度（河川課） 

 
社団法人 全国防災協会 

                                                              （R4 災害手帳 P551 より） 

 

１． 制度の趣旨 

  災害現場においては、時と場合によって迅速かつ的確な対応が求められる。しかし、いざ災害となると、

技術者のマンパワーや実務経験を積んだ技術者が不足しており、その対応が大きな負担となっている現状

が見受けられる。 

  このような事態を支援するため、（公社）全国防災協会では、平成 15 年から災害復旧技術専門家を災害

現地に派遣し、地方公共団体が行う災害復旧事業の支援・助言について、ボランティアとして活動する「災

害復旧技術専門家派遣制度」を創設した。 

 

２． 災害復旧技術専門家 

災害復旧技術専門家とは、国や都道府県の災害復旧業務に長年携わり、制度を熟知し災害復旧事業に関

する高度な技術的知見を有する（公社）全国防災協会が認定・登録した経験豊富な技術者であり、北海道

から沖縄まで全国各地に３７９名いる。（令和 4年 6月 23 日現在） 

なお、技術専門家は、災害復旧技術の維持・向上のため講習会等に参加するなど研鑽を積んでいる。 

 

３．災害復旧技術専門家が行う主な支援・助言 

  １）災害調査に関する支援 

    ・申請等に必要となる調査に関する事項 

    ・被災原因の把握のための調査に関する事項 

    ・対策工法検討のための調査に関する事項  など 

  ２）復旧工法に関する技術的支援 

    ・復旧工法に関する事項 

    ・改良復旧に関する事項 

    ・応急復旧に関する事項  など 

  ３）その他、地方公共団体等の災害復旧に関する支援・助言 

    ・災害復旧制度に関する事項 

    ・災害復旧申請に関する事項 

    ・災害復旧に携わる職員等育成のための研修講師 

    ・その他、災害復旧事業に関する事項  など 

 

３． 派遣手続き 

災害復旧技術専門家の支援・助言が必要となった場合には、地方公共団体等の災害担当所属長から（公

社）全国防災協会あて派遣要請を行う。緊急を要する場合は電話連絡等によっても要請をすることがで

きる。 

 

５．留意事項 

制度の活用にあたっては、次の点に留意する必要がある。 

 １）市町村長が災害復旧技術専門家の派遣を要請する場合には、都道府県知事を経由して行う。 

 ２）災害復旧技術専門家が行う支援・助言はボランティア活動として行うため無報酬となるが、派遣に

要する交通費、宿泊費の実費は、派遣要請を行った地方自治体等の負担となる。 

  



 

災害復旧技術専門家派遣制度要綱（案） 

（公社）全国防災協会 

（目 的） 

第１条 災害復旧技術専門家派遣制度（以下「本制度」という。）は、異常天然現象により公共土木施設に被災が発生した際、国

土交通省水管理・国土保全局防災課及び地方公共団体等からの要請（以下「要請」という。）に基づいて「災害復旧技術専

門家（以下「技術専門家」という。）」を災害現地に派遣し、地方公共団体等の行う災害復旧活動の支援・助言をボランティア

活動として行い、もって円滑な災害復旧事業の促進に寄与することを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この要綱における技術専門家とは、災害復旧制度を熟知し、災害発生時等に地方公共団体等の求めに応じて現地に参

集し、技術的助言等が可能な者として、(公社)全国防災協会会長（以下「会長」という。）が認定し、登録された者をいう。 

（認定申請） 

第３条 技術専門家の認定を受けようとする者は、別に定める必要書類を添えて会長あて申請する。 

（派 遣） 

第４条 技術専門家は、別に定める派遣基準を踏まえ災害復旧技術専門家派遣制度運営委員会（以下「運営委員会」という。）の

審議（電磁的会議でも可）をへて派遣する。 

２ 災害規模、災害の範囲及び災害の特殊性を鑑みて、現地調査等が必要になった場合、運営委員会委員等（有識者も含

む）による調査団を構成し、現地調査を行う。現地調査の結果は会長に報告する。 

（派遣手続） 

第５条 技術専門家の派遣は、別に定める派遣手続きにより行う。 

（業 務） 

第６条 技術専門家は地方公共団体等の要請に基づいて、次に掲げる業務を行う。 

（１） 災害調査に関する支援。 

（２） 復旧工法に関する技術的助言。 

（３） その他地方公共団体等の災害復旧に関する支援・助言。 

（責 務） 

第７条 技術専門家は次に掲げる責務を有する。 

（１） 技術専門家は、講習会の受講等、災害復旧に係る技術の研鑽等に努める。 

（２） 災害現地に派遣された場合には、別に定める様式により現地活動の概況をとりまとめて会長に報告する。 

（災害復旧技術専門家派遣制度運営委員会） 

第８条 本制度を的確に運営するために運営委員会を設ける。運営委員会は、会長が委嘱した者をもって構成する。 

２ 運営委員会には委員長を設け、委員の互選により選出する。 

３ 運営委員会は、本制度の運用に関する技術的助言を受ける等必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 

４ 運営委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

（１） 技術専門家の認定登録審査（認定判断基準は、別に定める。） 

（２） 技術専門家の派遣に関する審議（電磁的審議も可。） 

（３） 本制度の運営に関する事項についての審議 

５ 運営委員会にブロック会議を設置し、技術専門家の教育・研修及び派遣時の候補者の人選等を行う。 

（災害復旧技術専門家派遣制度事務局） 

第９条 本制度を円滑に運用するため「災害復旧技術専門家派遣制度事務局」（以下「事務局」という。）を設ける。事務局は次に

掲げる事を行うものとし、（公社）全国防災協会内に設けるものとする。 

（１） 技術専門家の認定登録に関する事務。 

（２） 運営委員会開催に関する事務。 

（３） 技術専門家派遣に関する事務。 

（４） 災害規模が甚大で広域に及ぶ場合の現地支援本部の設営、運営に関する事務。 

（５） 技術専門家の研修等技術の研鑽支援に関する事務。 

（６） 技術専門家の活動のための費用の支弁・会計・契約に関する事務。 



 

（７） その他、本制度を円滑に運用するために必要な事務。 

（派遣費用） 

第１０条 技術専門家派遣に要する費用（交通費、宿泊費等）は、以下のとおりとする。 

（１） 別に定める派遣基準及び災害復旧・改良復旧事業の技術的助言などの支援（試行）について（国水防第１８号平成２６年

５月１日国土交通省水管理・国土保全局防災課長）は、（公社）全国防災協会が負担する。 

（２） 上記以外は、要請した地方公共団体等が負担する。 

（その他） 

第１１条 本要綱に定めるものの他、本制度の運営に関し必要な事項は会長が定める。 

（附 則） 

１． この要綱は、平成 27 年 10 月 26 日より適用する。 

２． 平成 15 年 11 月 20 日の要綱は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

(1) 問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害復旧技術専門家派遣制度のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公社）全国防災協会 

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-8 新小伝馬ビル 6F 

     TEL: 03－6661－9730   FAX: 03－6661－9733 

     http:/www.zenkokubousai.or.jp/ 

     E-mail:zenkokubousai@pop02.odn.ne.jp 



 

 

(3) 派遣にかかわる申請書等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


